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主 要 判 決 全 文 紹 介

　裁判所は、本件審決が認定した、本件発明と甲１発明の相違点１（本件発明は、縁部について、円筒
状陥没部10を形成し、該円筒状陥没部の底部に形成された内向きフランジ部11が排水口金具３と接続管
５とで挟持取付けられているのに対し、甲１発明は、円筒状陥没部を有さず貫通する方法につき、上に
凸に湾曲しながら徐々に下側に向かって縁部２が形成されており、当該縁部２には排水カップ６の上端
が接するとともに、当該縁部２の下端の一辺にパッキン５が接している点）に関し、甲１発明に周知事項
を適用することを述べるときに必要となる動機付けがなく、相違点１について容易想到であるとするこ
とができないとして、相違点２を考慮することなく、審決の容易想到性判断は誤りであるとして、本件
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≪知的財産高等裁判所≫
特許無効審判審決（成立）取消訴訟

（「排水栓装置」特許（第5975433号。請求項数１。）無効審決取消訴訟－争点は進歩性有無（参考判決〜
被告による本件発明に対する知財高裁平成29年（行ケ）第10189号、平成30年９月４日判決言渡））［上］（全２回）

−令和２年（行ケ）第10030号、令和３年４月28日判決言渡−

電話：03-5715-8640(代)　E-mail：law@asamura.jp　URL：https://www.asamuralaw.jp
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